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◇承認事項
　・令和６年度東和土地改良区財務状況報告書の承認について

◇議案事項
　・道営土地改良事業の施行申請について
　・道営土地改良事業に伴う分担金の納入について
　・道営土地改良施設の維持管理について
　・東和土地改良区定款の一部変更について
　・令和７年度賦課金の一部変更について
　・長期借入金の借入額変更について
　・令和７年度第1回東和土地改良区一般会計収入支出補正予算について
　・土地改良財産の取得及び処分について

◇報告事項
　・上川中央部土地改良区合併離脱について

土地改良区の概要
（11月１日現在）
組合員　    773 人

（表紙写真）

国営旭東東神楽地区の工事状況

　去る８月19日、令和７年度臨時総代会が　山田　克宏　総代（東川地区）議長のもとに開催され、議
事録記名人に　いねはな㈱　総代（東旭川地区）、唐太　努　総代（東神楽地区）が選任され、提出議
案全てが原案とおり可決及び承認となりました。

議決事項

（山田議長による議事進行） （総代会の様子）

（大橋理事長ご挨拶）
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１．会計決算の概要
（収　入）� （単位：円）

項　　　　目 決 算 額
土 地 改 良 事 業 収 入 561,802,405
附 帯 事 業 収 入 21,856,206
基 本 財 産 運 用 収 入 3,074
特 定 資 産 運 用 収 入 361,364
補 助 金 等 収 入 241,691,263
交 付 金 収 入 15,570,000
業 務 受 託 料 収 入 74,032,676
雑 収 入 1,770,830
借 入 金 収 入 115,597,000
基 本 財 産 取 崩 収 入 0
特 定 資 産 取 崩 収 入 16,081,600
固 定 資 産 売 却 収 入 1,393,377
交 付 換 地 清 算 金 収 入 5,789,796
徴 収 換 地 清 算 金 収 入 5,789,796
繰 越 金 44,383,610

合　　　　計 1,106,122,997

令和６年度 決算及び財務の状況について

（支　出）� （単位：円）
項　　　　目 決 算 額

土 地 改 良 事 業 費 支 出 553,308,496
附 帯 事 業 費 支 出 21,010,400
一 般 管 理 費 支 出 93,361,414
土地改良事業負担金支出 187,156,448
借 入 金 返 済 支 出 65,140,587
支 払 利 息 885,225
固 定 資 産 取 得 支 出 2,319,597
出 資 金 取 得 支 出 935
基 本 財 産 積 立 支 出 762,074
特 定 資 産 積 立 支 出 129,924,924
雑 支 出 0
支 払 換 地 清 算 金 支 出 5,789,796
納 付 換 地 清 算 金 支 出 5,789,796
予 備 費 0

合　　　　計 1,065,449,692

次 年 度 繰 越 40,673,305

・収入決算額　一金　1,106,122,997円也
・支出決算額　一金　1,065,449,692円也
・収入支出差引残高　 40,673,305円也

（翌年度へ繰越）

　財務状況については、貸借対照表及び正味財産計算書により報告させていただきます。

　尚、本誌に掲載することにより、東和土地改良区規約第45条に規定する財務状況の公表といたします。



3 水土里ネット東和 秋 2025

２．財務状況

　貸　 借　 対　 照　 表　
令和７年３月31日現在

一般会計� （単位：円）
科　　　　　目 当年度 前年度 増 減

Ⅰ　資産の部
　　１　流動資産
　　　　⑴　現金及び預金 36,244,962 49,759,772 △13,514,810
　　　　⑵　未収賦課金等 297,380 769,631 △472,251
　　　　⑶　換地清算金未収金
　　　　⑷　その他未収金 12,037,110 50,981,899 △38,944,789
　　　　⑸　前払金 99,336,321 40,586,202 58,750,119
　　　　流動資産合計 147,915,773 142,097,504 5,818,269
　　２　固定資産
　　　　⑴　基本財産
　　　　　　　山林、宅地及びその従物 20,232,562 20,232,562 0
　　　　　　　備荒積立金 154,490,758 153,728,684 762,074
　　　　　　基本財産合計 174,723,320 173,961,246 762,074
　　　　⑵　特定資産
　　　　　　　所有土地改良施設 10,133,342,476 8,174,700,683 1,958,641,793
　　　　　　　土地改良施設用地等 26,989,340 26,491,987 497,353
　　　　　　　受託土地改良施設使用収益権 142,100,481 148,783,190 △6,682,709
　　　　　　　財源調整積立金 298,983,743 299,454,924 △471,181
　　　　　　　退職給与金積立金 167,884,274 153,498,106 14,386,168
　　　　　　　退任功労金積立金 9,657,239 6,647,783 3,009,456
　　　　　　　決済金積立金 199,076,876 127,605,370 71,471,506
　　　　　　　農業高度化促進積立金 32,410,052 27,040,882 5,369,170
　　　　　　　機能保全積立金 253,262,286 253,257,221 5,065
　　　　　　　償還準備金積立金 138,041,700 117,968,560 20,073,140
　　　　　　特定資産合計 11,401,748,467 9,335,448,706 2,066,299,761
　　　　⑶　その他固定資産
　　　　　　　建物 61,430,256 63,225,633 △1,795,377
　　　　　　　機械及び装置 5,420,839 6,392,953 △972,114
　　　　　　　車両運搬具 4 152,245 △152,241
　　　　　　　器具備品等 790,266 1,468,273 △678,007
　　　　　　　ソフトウェア 0 81,384 △81,384
　　　　　　　適正化事業拠出金 300,000 2,076,000 △1,776,000
　　　　　　　長期未収賦課金等 717,703 7,171,867 △6,454,164
　　　　　　　その他長期未収金 1,000 600 400
　　　　　　　出資金 1,433,077 1,432,142 935
　　　　　　　長期前払金 139,110,549 348,996,629 △209,886,080
　　　　　　その他固定資産合計 209,203,694 430,997,726 △221,794,032
　　　　固定資産合計 11,785,675,481 9,940,407,678 1,845,267,803
　　３　繰延資産
　　　　繰延資産合計 0 0 0
　　資産合計 11,933,591,254 10,082,505,182 1,851,086,072
Ⅱ　負債の部
　　１　流動負債
　　　　　未払金 7,607,867 56,355,761 △48,747,894
　　　　　短期借入金 58,645,349 55,605,531 3,039,818
　　　　　適正化事業拠出金短期未払金 2,598,000 3,570,000 △972,000
　　　　流動負債合計 68,851,216 115,531,292 △46,680,076
　　２　固定負債
　　　　⑴　公庫資金等長期借入金 657,429,535 597,263,940 60,165,595
　　　　⑵　その他の長期借入金 80,563,000 93,312,000 △12,749,000
　　　　⑶　適正化事業拠出金長期未払金 1,038,000 1,560,000 △522,000
　　　　⑷　退職給与金引当金 171,484,400 154,662,200 16,822,200
　　　　⑸　退任功労金引当金 9,658,600 6,608,600 3,050,000
　　　　固定負債合計 920,173,535 853,406,740 66,766,795
　　負債合計 989,024,751 968,938,032 20,086,719
Ⅲ　正味財産の部
　　１　指定正味財産
　　　　⑴　受取補助金等
　　　　　　　受取補助金（施設用） 173,167,822 183,989,996 △10,822,174
　　　　　　所有土地改良施設受贈益 8,893,152,467 7,119,304,020 1,773,848,447
　　　　指定正味財産合計 9,066,320,289 7,303,294,016 1,763,026,273
　　　　（うち特定資産への充当額） （9,066,320,289） （7,303,294,016） （1,763,026,273）
　　２　一般正味財産 1,878,246,214 1,810,273,134 67,973,080
　　　　（うち基本財産への充当額） （174,723,320） （173,961,246） （762,074）
　　　　（うち特定資産への充当額） （2,157,886,665） （1,872,047,984） （285,838,681）
　　　　正味財産合計 10,944,566,503 9,113,567,150 1,830,999,353
　　　　負債及び正味財産合計 11,933,591,254 10,082,505,182 1,851,086,072
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一般会計� （単位：円）
科　　　　　目 当年度 前年度 増 減

Ⅰ　一般正味財産増減の部
　　１　経常増減の部
　　　　⑴　経常収入
　　　　　　　土地改良事業収入
　　　　　　　　経常賦課金 453,190,970 467,233,440 △14,042,470
　　　　　　　　特別賦課金 21,868,362 13,142,525 8,725,837
　　　　　　　　転用決済金 84,853,040 89,869,770 △5,016,730
　　　　　　　　負担金 1,090,444 1,029,000 61,444
　　　　　　　　繰上償還金 1,096,969 132,942 964,027
　　　　　　　附帯事業収入
　　　　　　　　他目的使用料 812,586 669,774 142,812
　　　　　　　　手数料 33,220 12,320 20,900
　　　　　　　　多面的機能支払活動組織業務受託料 21,010,400 20,999,700 10,700
　　　　　　　基本財産運用収入 3,074 3,050 24
　　　　　　　特定資産運用収入 361,364 224,643 136,721
　　　　　　　受取補助金等 241,691,263 260,510,786 △18,819,523
　　　　　　　受取交付金 10,380,000 4,800,000 5,580,000
　　　　　　　受取業務受託料 74,032,676 76,778,205 △2,745,529
　　　　　　　雑収入 952,406 1,545,743 △593,337
　　　　　　　交付換地清算金収入 5,789,796 0 5,789,796
　　　　　　　徴収換地清算金収入 5,789,796 0 5,789,796
　　　　　　　固定資産受贈益等 395,426,361 343,116,354 52,310,007
　　　　　　経常収入計 1,318,382,727 1,280,068,252 38,314,475
　　　　⑵　経常支出
　　　　　　　土地改良事業費支出
　　　　　　　　維持管理費支出 166,174,290 171,417,752 △5,243,462
　　　　　　　　水利施設管理強化事業支出 37,784,000 30,244,000 7,540,000
　　　　　　　　適正化事業費支出 17,957,400 8,304,000 9,653,400
　　　　　　　　中心経営体農地集積促進事業支出（通年施行） 164,506,200 191,034,000 △26,527,800
　　　　　　　　農業経営高度化支援事業支出（調査調整） 6,510,581 6,600,000 △89,419
　　　　　　　　農地耕作条件改善事業支出 19,278,600 13,227,500 6,051,100
　　　　　　　　国営事業調査受託事業支出 14,872,000 14,789,500 82,500
　　　　　　　　道営事業施工管理業務受託事業支出 41,910,000 40,373,718 1,536,282
　　　　　　　　道営事業監督等補助業務受託事業支出 0 34,760 △34,760
　　　　　　　　換地計画事業支出 9,213,600 13,754,400 △4,540,800
　　　　　　　　基幹水利施設管理事業支出 4,961,000 4,421,300 539,700
　　　　　　　　八千代ヶ岡幹線管理業務受託支出 3,076,076 3,334,915 △258,839
　　　　　　　　安全施設整備事業支出 1,499,300 733,700 765,600
　　　　　　　　国造施設管理推進事業支出 0 73,330 △73,330
　　　　　　　　経営体育成促進換地等調整事業支出 4,804,899 0 4,804,899
　　　　　　　　ペーパン川河川総合流域防災補償事業支出 0 36,586,000 △36,586,000
　　　　　　　　農業水路等長寿命化･防災減災事業支出 55,852,550 8,305,000 47,547,550
　　　　　　　附帯事業費支出
　　　　　　　　多面的機能支払交付金事業支出 21,010,400 20,999,700 10,700
　　　　　　　一般管理費支出
　　　　　　　　運営事務費支出 85,395,830 84,934,466 461,364
　　　　　　　　事務所費支出 7,965,584 5,698,983 2,266,601
　　　　　　　土地改良事業負担金支出 86,870,688 176,345,544 △89,474,856
　　　　　　　換地清算金支出 11,579,592 0 11,579,592
　　　　　　　一般会計繰入額等 19,872,200 19,800,800 71,400
　　　　　　　減価償却費 460,782,300 404,339,876 56,442,424
　　　　　　経常支出計 1,241,877,090 1,255,353,244 △13,476,154
　　　　当期経常増減額 76,505,637 24,715,008 51,790,629
　　２　経常外増減の部
　　　　⑴　経常外収入
　　　　　　　固定資産売却益 1,393,375 39,198 1,355,177
　　　　　　　固定資産受贈益 47,756 126,077 △78,321
　　　　　　　過年度修正 0 13,962,666 △13,962,666
　　　　　　経常外収入計 1,441,131 14,126,941 △12,685,810
　　　　⑵　経常外支出
　　　　　　　不納欠損 6,406,371 140,481 6,265,890
　　　　　　　固定資産除却損 2,682,092 231 2,681,861
　　　　　　　支払利息 885,225 663,486 221,739
　　　　　　経常外支出計 9,973,688 804,198 9,169,490
　　　　当期経常外増減額 △8,532,557 13,322,743 △21,855,300
　　　　当期一般正味財産増減額 67,973,080 38,037,751 29,935,329
　　　　一般正味財産期首残高 1,810,273,134 1,772,235,383 38,037,751
　　　　一般正味財産期末残高 1,878,246,214 1,810,273,134 67,973,080
Ⅱ　指定正味財産増減の部
　　１　受取補助金等
　　　　　所有土地改良施設受贈益 2,158,452,634 1,066,908,951 1,091,543,683
　　２　一般正味財産への振替額
　　　　　一般正味財産への振替額（受取補助金（施設用）） △10,822,174 △10,106,281 △715,893
　　　　　一般正味財産への振替額（所有土地改良施設受贈益） △384,604,187 △333,010,073 △51,594,114
　　　　当期指定正味財産増減額 1,763,026,273 723,792,597 1,039,233,676
　　　　指定正味財産期首残高 7,303,294,016 6,579,501,419 723,792,597
　　　　指定正味財産期末残高 9,066,320,289 7,303,294,016 1,763,026,273
Ⅲ　正味財産期末残高 10,944,566,503 9,113,567,150 1,830,999,353

　正　 味　 財　 産　 増　 減　 計　 算　 書　
令和６年４月１日から令和７年３月31日まで
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　財　産　目　録　
令和７年３月31日現在

科　　　　　目 金　　　額

Ⅰ　資産の部
　　１　流動資産

現金及び預金
現　金 81,577
普通預金 8口座 36,163,385
未収賦課金等
経常賦課金 5件　 297,380

その他未収金
未収補助金 10件　 6,335,676
未収業務受託料 2件　 5,204,466
未収過怠金 5件　 900
その他未収金 2件　 496,068

前払金
前払金（道営分担金） 5地区 99,336,321

流動資産合計 147,915,773

２　固定資産
⑴　基本財産
山林、宅地及びその従物
事務所敷地
旭川市東旭川町旭正312番地13 1,910㎡　 10,030,650
資材置場等
旭川市東旭川町忠別84番地１ 10,769㎡　 9,498,258
上川郡東神楽町字東神楽218番1 2,470㎡　 114,998
上川郡東神楽町字東神楽218番2 2,420㎡　 112,670
上川郡東神楽町字東神楽218番6 224㎡　 5,600

山林
上川郡東川町914番2 9,679㎡　 45,636
上川郡東川町914番29 41,771㎡　 196,950
上川郡東川町914番38 33,438㎡　 157,660
上川郡東川町914番260 14,876㎡　 70,140

備荒積立金
備荒積立金 1口座 154,490,758

基本財産合計 174,723,320

⑵　特定資産
所有土地改良施設
頭首工及び取水工 167箇所 1,342,286,714
貯水池及び游水池 9箇所 647,029,131
揚水機 4箇所 4
用水路 1,142条　 5,445,979,677
排水路 667条　 2,433,889,760
農道 464条　 264,157,190
土地改良施設用地等
土地改良施設用地
旭川市 2,029筆　 4,971,696
東川町 2,450筆　 18,809,625
東神楽町 1,922筆　 3,208,017
地上権 2筆　 2

受託土地改良施設使用収益権
頭首工及び取水工 2箇所 80,002,580
用水路 5条　 62,097,901
財源調整積立金
定期預金 5口座 298,983,743

退職給与金積立金
定期預金 1口座 167,884,274

退任功労金積立金
定期預金 1口座 9,657,239

決済金積立金
定期預金 4口座 199,076,876

農業高度化促進積立金
定期預金 1口座 32,410,052

機能保全積立金
定期預金 1口座 253,262,286

償還準備金積立金
定期預金 1口座 138,041,700

特定資産合計 11,401,748,467

�（単位：円）
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⑶　その他固定資産
建物
建物
事務所 1棟　 42,415,576
書庫 1棟　 6,225,549
車庫 3棟　 176,105
附属設備
暖房設備等 16台　 2,786,457
冷房装置 1台　 6,561,207
高圧受電装置 1式　 3,265,362

機械及び装置
草刈機 1台　 5,420,839
車両運搬具
普通自動車 1台　 1
小型自動車 3台　 3
器具備品等
一般備品 27点　 64,588
事務用器具 13点　 462,878
技術用工具器具 18点　 262,800
ソフトウェア
農地情報システム等 4点　 0

適正化事業拠出金
拠出金 1地区 300,000
長期未収賦課金等
経常賦課金 3件　 291,780
特別賦課金 1件　 425,923
長期未収過怠金 3件　 1,000
長期前払金
道営農地整備事業 4地区 139,110,549

出資金
農林中央金庫 2,400口　 240,000
北海道土地改良事業団体連合会 100口　 1,000,000
北海道信用農業協同組合連合会 9口　 90,000
東旭川農業協同組合 411口　 82,200
　　　〃　　　出資予約貯金 1口座 173
東神楽農業協同組合 10口　 10,000
あさひかわ農業協同組合 21口　 10,500
　　　〃　　　出資充当預り金 1口座 204
その他資産合計 209,203,694
固定資産合計 11,785,675,481

３　繰延資産
　繰延資産合計 0

資産合計 11,933,591,254

Ⅱ　負債の部
１　流動負債
未払金 50件　 7,607,867
短期借入金 122地区 58,645,349
適正化事業拠出金短期未払金 3地区 2,598,000
流動負債合計 68,851,216

２　固定負債
日本政策金融公庫借入金 104件　 657,429,535
全国土地改良事業団体連合会借入金 15件　 80,563,000
適正化事業拠出金長期未払金 1地区 1,038,000
退職給与引当金 171,484,400
退任功労金引当金 9,658,600
固定負債合計 920,173,535

負債合計 989,024,751

Ⅲ　正味財産の部
１　指定正味財産
⑴　補助金等

受取補助金（施設用） 173,167,822
⑵　所有土地改良施設受贈益 8,893,152,467
指定正味財産合計 9,066,320,289
（うち特定資産への充当額） （9,066,320,289）

２　一般正味財産 1,878,246,214
一般正味財産合計 1,878,246,214
（うち基本財産への充当額） （174,723,320）
（うち特定資産への充当額） （2,157,886,665）

正味財産合計 10,944,566,503
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（３）令和６年度 事業施行済状況� （単位：千円）

事業区分 事　　　　業　　　　名 事 業 費 事　　業　　量

国　営

大雪東川第一地区　緊急農地再編整備事業    2,300,000 区画整理� 100.0ha
調査設計� 117.9ha

大雪東川第二地区　緊急農地再編整備事業    2,400,000 区画整理� 85.0ha
調査設計� 28.8ha

旭東東神楽地区　緊急農地再編整備事業    2,380,000 区画整理� 69.0ha
調査設計� 107.0ha

道　営

兵村北地区　農地整備事業（経営体育成型） 77,108 自動給水栓� １式
附帯雑工事� １式

忠別南地区　農地整備事業（経営体育成型） 245,244 区画整理� 3.4ha
暗渠排水� 20.4ha

旭正北中央地区　農地整備事業（経営体育成型） 705,486 区画整理� 22.5ha
暗渠排水� 38.4ha

旭正南第1地区　農地整備事業（中山間地域型） 258,249 生産基盤用水� 750ｍ

忠栄地区　農地整備事業（中山間地域型） 212,341 区画整理� 8.1ha
暗渠排水� 1.2ha

団体営

東雲第8頭首工　維持管理適正化事業 17,300 頭首工整備� １式

豊田米原地区　農地耕作条件改善事業 19,279 排水路整備� 146ｍ
用水路整備� 80ｍ

稲荷地区　農業水路等長寿命化・防災減災事業 48,868 用地調査� １式
排水路整備� 425ｍ

４．事務の経過
　　主なる行事

①　総代会の開催
　　　　令和６年８月20日　臨時総代会
　　　　令和７年３月28日　通常総代会
　　　　令和６年度中、２回の開催
②　理事会の開催
　　　　令和６年度中､ ８回の開催
③　監事会の開催
　　　　令和６年度中､ ２回の開催

（２）維持管理費状況� （単位：千円）

区　分 溝路維持 游水池維持 頭首工維持 揚水機維持 貯水池維持 適正化事業 合 　 計

営造物管理費 105,571 2,660 29,530 6,783 2,016 5,565 152,125

④　監査の実施
　　　　令和６年度中､ ２回の実施
⑤　総務委員会の開催
　　　　令和６年度中、２回の開催
⑥　工務委員会の開催
　　　　令和６年度中、３回の開催

１　地区　　　　　　　　　総面積　8,971.13ha� （ha）
年度別地積

事業別
前年度末
地　　積

本年度末
地　　積 比 較 増 減 本 年 度

賦課地積
維持管理 8,459.48 8,254.50 △204.98 7,653.92

３．事業の概要
（１）地区及び組合員の状況

２　組合員　　　　　　　　総　数　　 798名� （名）
年度別員数

選挙区別 前年度末  本年度末 比 較 増 減 附　　　記

第 1 区（東川地区） 185 182 △3 所有権移転及び転用による減

第 2 区（東旭川地区） 455 436 △19 所有権移転及び転用による減

第 3 区（東神楽地区） 196 180 △16 所有権移転及び転用による減

合　　計 836 798 △38
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【国営事業】� （単位：千円）
事　　　業　　　名 事業費 事　　業　　量

大雪東川第一地区　緊急農地再編整備事業 3,740,000 区画整理� 118.2ha
用水路� 10,532ｍ

大雪東川第二地区　緊急農地再編整備事業 3,360,000 区画整理� 71.2ha
用水路� 7,068ｍ

旭東東神楽地区　緊急農地再編整備事業 4,700,000 区画整理� 73.9ha
用水路� 5,960ｍ

【道営事業】� （単位：千円）
事　　　業　　　名 事業費 事　　業　　量

忠別南地区　農地整備事業（経営体育成型） 70,060 付帯工事� 一式

旭正北中央地区　農地整備事業（経営体育成型） 198,058 暗渠排水� 18.2ha
排水路� 70ｍ

旭正南第１地区　農地整備事業（中山間地域型） 757,419 区画整理� 21.7ha
用水路� 2,650ｍ

忠栄地区　農地整備事業（中山間地域型） 723,930 区画整理� 14.8ha
用水路� 1,467ｍ

旭正北第２地区　農地整備事業（中山間地域型） 65,000 調査計画樹立� 一式
旭正南第２地区　農地整備事業（中山間地域型） 500 調査計画樹立� 一式
豊田第１地区　農地整備事業（中山間地域型） 15,000 調査計画樹立� 一式

【団体営事業】� （単位：千円）
事　　　業　　　名 事業費 事　　業　　量

農業水路等長寿命化・防災減災事業
北第２支線用水路地区　北第２支線用水路工事 29,150 用水路工� 245ｍ

農業水路等長寿命化・防災減災事業　稲荷地区
八千代川第５号排水路工事 21,835 排水路工� 235ｍ

農地耕作条件改善事業　豊田米原地区
米原幹線工事 23,980 用水路工� 240ｍ

農地耕作条件改善事業　東雲６地区
東雲第６左岸幹線工事 16,280 調査設計� 一式

維持管理適正化事業　第48期生　東神楽地区
八千代ヶ岡幹線工事 5,005 パネル・空気弁� 一式

　令和６年度の決算にあたり、去る７月28日、29日の２日間、当改良区監事３名により、規程に基
づき収入支出決算書、貸借対照表、財産目録、事業報告の内容精査と業務全般に亘る状況等につい
て監査が行われました。

監　査　報　告

定 期 監 査 の 結 果 に つ い て（報告）
　東和土地改良区定款第23条に基づき､ 令和６年度東和土地改良区一般会計収入支出､ 事業の執
行及び財産の状況について令和７年７月28日、29日の両日定期監査を行った結果､ いずれも適正
と認めましたので､ ここに報告いたします｡

東和土地改良区 総括監事 　北　山　秀　雄 
同　　　　監　事　　山　中　伸　幸 
同　　　　監　事　　請　川　幹　恭
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令和７年10月24日設定
東和土地改良区 理事長 大橋政美

 
1. はじめに
　令和７年６月11日に労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に
関する法律等の一部を改正する法律（令和７年法律第63号）が公布されました。本改正により、カ
スタマーハラスメントの防止措置が事業主の義務となりました。
　東和土地改良区は、全役職員が組合員・関係者の皆さまからの負託に応え、安全・安心で良質な
水を安定的に供給することを重要な責務と認識し、持続的な農業の発展に寄与することに努めてま
いります。一方で、組合員・関係者の皆さまから、常識の範囲を超えた要求や、役職員に対して人
格の否定、暴力、セクシュアルハラスメント等の尊厳を傷つける言動があった場合、真摯に対応し
つつも、毅然とした態度で対応いたします。

２．カスタマーハラスメントの定義
　組合員・関係者の皆さまからの行為・言動のうち、社会通念上相当な範囲を超えた内容や手段・
態様で行われるものであり、役職員の就業環境が害されるものとしています。

３．対象となる行為
　以下の記載は例示であり、これらに限られるものではありません。
（１）組合員・関係者による暴力・暴言 
　　　●暴言や暴力
　　　●威嚇・威迫・脅迫
　　　●人格を否定する発言
　　　●個人を侮辱する発言
（２）組合員・関係者による過剰または不合理な要求 
　　　●土地改良区の業務に相当していない内容の要求
　　　●社会通念上受け入れられない要求
　　　●合理的範囲を超える時間的・場所的拘束
　　　●合理的理由のない謝罪の要求 
　　　●当土地改良区職員に関する解雇等の処罰の要求 
（３）組合員・関係者によるその他ハラスメント行為
　　　● プライバシーの侵害行為
　　　●セクシュアルハラスメント行為 
　　　●その他各種のハラスメント行為
（４）組合員・関係者によるその他迷惑行為 
　　　●SNSやインターネット上での誹謗中傷
　　　●録音・録画映像の無断活用
 
４．カスタマーハラスメントに対する対応
（１）当土地改良区においては、役職員が健全な職場環境の下、職務に専念できるよう、役職員へ
　　の教育・研修の実施、職員のための相談窓口を設置・構築いたします。
（２）組合員・関係者の皆さまによる行為について、当土地改良区がハラスメントにあたると判断
　　した場合、接触をお断りさせていただくことがあります。
　　　なお、悪質なケースについては、警察・弁護士等に相談のうえ、必要な措置を講じ、対応い
　　たします。
 
５．組合員・関係者の皆さまへのお願い
　組合員・関係者の皆さまにおかれましては、本方針に対するご理解とご協力のほど、何卒よろし
くお願いいたします。 当土地改良区は、今後も引き続き、組合員・関係者の皆さまと良好な関係を
築いていけるよう努めてまいります。

カスタマーハラスメント対策基本方針
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　大雪山連峰には白雪の姿がそびえ、いよいよ冬到来の時期となりましたが、組合員の皆様には益々
ご健勝のことと存じお慶び申し上げます。
　｢東和土地改良区役員改選｣ について、次の方法で取り進めることになりますので、組合員皆様に
はこの内容をご覧いただき役員の選任にご理解、ご協力をお願いいたします。

●役員の任期満了日及び選任の時期
　現役員の任期は令和８年１月31日が任期満了であり、役員選任規程により選任の時期は明年１月
末に東和土地改良区臨時総代会を開催し執行いたします。

●役員の被選任権（役員資格）
　次の事項に該当する方は、役員としての資格を有しません｡
　（１）組合員でない者
　（２）法人自体　　　（注）有限会社、株式会社は代表取締役、農事組合法人にあっては執行権限
　　　　　　　　　　　　　 者が資格を有します。
　（３）未成年者
　（４）破産者で復権のできない者
　（５）拘禁以上の刑に処せられた者で、その執行を終えるまでの者、又はその執行を受けることが
　　　 なくなるまでの者

●役員の推薦方法
　推薦の方法につきましては、役員選任規程に基づき、東和土地改良区総代から選出されている17
名の ｢役員選任推薦委員｣ が、推薦する本人の承諾を得て、明年１月中旬に開催される役員推薦委
員会にて、全地区の候補者を推薦することになっております。

●役員の選任議決及び就任について
　役員推薦委員会で推薦された理事14名、監事３名の被選任人（役員）について、明年１月末開催
の臨時総代会に議案として提出し、その役員の選任議案について、総代の賛否の投票により議決さ
れることになっております。
　臨時総代会で役員選任について可決されましたら、直ちに公告し当選確定となり、理事、監事の
就任日は、令和８年２月１日となります。

●役員の選任すべき定数について
　役員定数のうち、理事者14人、監事３名選任となっています。

◇役員の選任関係についてのお問い合わせは、東和土地改良区総務課（℡32－2241）までご連絡
下さい｡

東和土地改良区役員の改選について（お知らせ）

被選任区 被選任区域
定     数

理　　事 監　事

第１被選任区 東川地区 ４人 1人

第２被選任区 東旭川地区 7人 1人

第３被選任区 東神楽地区 3人 1人

計 14人 3人
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　東和土地改良区利水調整規程に基づき、配水計画が定められました。この規程は、農業用水の利
用の調整に関する規程であり、配水計画は、事務局（東和土地改良区事務所）に設置してあります
ので、ご確認の際は、来区願います。
　尚、本誌に掲載することにより、東和土地改良区利水調整規程第8条に規定する組合員への周知と
いたします。

配水計画が定められました

次のような場合、土地改良区への届出が必要です‼

改良区からのお知らせ

届出は土地改良法の規定により組合員の義務です

組合員資格得喪通知書

１．農地の賃貸借契約および解約、売買等のとき
２．組合員が亡くなられたとき
３．経営移譲されたとき
※この届出がない場合、そのままもとの組合員に賦課されます。
※農業委員会や農協等への手続きのほかに改良区への届出が別途必要です。
※住所・電話番号・口座に変更があった場合は、改良区へ連絡ください。
➡➡ 組合員資格得喪通知書の手続き期限は毎年６月末日です。

農地転用等の通知書

１．農地を宅地等、農地以外に転用する場合
２．農地が公共用地（河川、道路）により買収された場合
※農地転用された場合、決済金がかかる場合があります。
➡➡ 農地転用等（地区除外）の手続き期限は毎年６月末日です。

注　意　点

〇土地改良法により、滞納賦課金は新組合員に承継されます
※農地の賃貸借契約および解約、売買等により組合員が代わる場合、必ず事前に滞納賦課金の有無を
　確認してください。

※期限が過ぎた場合は、次年度処理となります。

あ  と  が  き
　本年は、大きな災害もなく、支障なく通水を終えることがで

きました。今後は本年度の秋工事、国営・道営事業を無事に終

えることができるよう、万全を期するところであります。

　これからは日々気温が下がりますので風邪など引かないよう

十分留意され、ご健勝をご祈念申し上げます。　　　�（事務局）


